
　都市計画法第29条第１項の許可申請の手続き（市街化区域）

（都市計画法第37条承認申請が得られる場合）

開発事業概要書提出

開発事業計画書提出
（都市計画法第32条協議書）

協　定　締　結
（第32条同意書交付）

Ｓｔａｒｔ

都市計画法第29条第1項許可申請書提出

行政手続法上の標準処理期間
　1ha未満　25日、1ha以上　40日
（休日、訂正期間は含まず）

同　上　許　可 建築確認申請

建築工事、開発工事着工

都市計画法第35条の2変更許可申請書
の提出が必要な場合もあります。

都市計画法第37条承認申請書提出

期間　約2週間

確認済証交付同　上　承　認

開
　
発
　
指
　
導
　
課

開
　
発
　
審
　
査
　
課


